
Ｑ 出来高で請負金を精算すること、または、請負労働者数により精算するこ

とは、偽装請負となるか 

 

Ａ 

 請負事業主が発注者から独立して業務を処理しているとともに、発注される

製品や作業の量に応じて、請負事業主が自ら業務の遂行方法に関する指示（順

序、緩急の調整等）、労働者の配置や労働時間の管理等を行うことにより、自己

の雇用する労働者を請負事業主が直接利用しているのであれば、包括的な業務

請負契約を締結し、出来高で請負金を精算することだけをもって、偽装請負と

判断されるものではありません。 

 また、発注量が変動し、請負料金が一定しない場合に、完成した製品の個数

等に基づき出来高で精算することだけをもって、偽装請負と判断されるもので

はありません。 

 ただし、製品や作業の完成を目的として業務を受注しているのではなく、業

務を処理するために費やす労働力（労働者の人数）に関して受発注を行い、投

入した労働力の単価を基に請負料金を精算している場合は、発注者に対して単

なる労働力の提供を行われているにすぎず、その場合には偽装請負と判断され

ることになります。 


